
東京地裁 令和6年（ワ）第70064号（蚊類防除用エア
ゾール）判決の精査と評釈

判決の概要

本件は、entity["company","大日本除蟲菊株式会社","insecticide  maker  japan"]（原告）が保有する
「蚊類防除用エアゾール、及び蚊類防除方法」に関する特許（特許第7026270号）をめぐり、entity["company","アース製薬株式会社","pest control company japan"]（被告）のスプレー製品（別紙
物件目録1〜9）の製造・販売等が特許権侵害に当たるとして、差止・廃棄および損害賠償を求めた特許侵害
訴訟である。

原告の請求は、(1)製造・譲渡・輸出・譲渡申出の差止、(2)廃棄、(3)損害賠償（請求としては1億円＋遅延損
害金）であり、損害額の主張（特許法102条2項の推定を用いた算定）は総額17億0215万5968円（対象期間：
令和4年2月16日〜令和6年2月15日）の「一部請求」と整理されている。

これに対し、entity["organization","東京地裁","tokyo,  japan"]は令和7年12月17日、原告請求を全部棄
却した（訴訟費用は原告負担）。
特徴的なのは、裁判所が「侵害の成否」ではなく、「無効の抗弁（特許無効理由の存在）」のうち明確性要
件違反（特許法36条6項2号）を主要な判断対象として前面に据え、結論として「当該特許は無効にされるべ
きで権利行使できない」として請求を退けた点である。

（口頭弁論終結：令和7年9月3日。裁判体：entity["people","高橋彩","judge  tokyo  district  court"]ほ
か。）

争点構造と当事者の主張

判決冒頭で、請求の法的根拠は差止・廃棄が特許法100条1項・2項、損害賠償が民法709条（不法行為）およ
び特許法102条2項（損害額推定）として整理されている。

本件特許は、分割出願に由来し、出願日（当該分割）は令和3年3月2日、登録日は令和4年2月16日、優先日
は平成26年3月4日とされる。

争点は大別して以下の二層で組み立てられている。

第一に、被告製品が請求項1・7・8（判決上の「本件発明1〜3」）の技術的範囲に属するか（構成要件充
足）。第二に、被告の「特許無効の抗弁」が成り立つか（明確性、サポート要件、実施可能要件、新規性・
進歩性など）。

争点上の中核は、請求項1の構成要件1F、すなわち「少なくとも一部が、処理空間内における蚊類が止まる露
出部に付着する“付着性粒子”として噴射され」る、という発明特定事項の解釈可能性である。
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裁判所の判断の精査

裁判所は「本件の事案にかんがみ、争点2-1（明確性要件違反）について判断する」と明示し、明確性の判断
枠組み→「付着性粒子」概念の特定可能性→不明確性（第三者の不測の不利益）→無効抗弁容認（権利行使
不能）という順序で結論へ到達している。

まず、明確性要件（特許法36条6項2号）について、裁判所は「技術的範囲が不明確となることにより生じ得
る第三者の不測の不利益を防止する」趣旨を示し、特許請求の範囲だけでなく明細書・図面および出願時の
技術常識を基礎に、第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確かどうかで客観判断すべきと述べる。

次に、争点の中心である「付着性粒子」について、裁判所は、請求項の文言から「噴射により形成された薬
剤粒子が露出部に付着する」点までは理解できるが、「付着性」の意義自体は請求項の記載だけでは明らか
でないとした。

そこで明細書記載を参照し、「付着性粒子」を「露出部に付着し、時間が経過しても付着した状態を維持
し、露出部に止まる蚊を防除する粒子」と解し得る一方、原告が付加的に主張した“害虫防除成分は揮散する
ことがあっても、処理空間内で効果を発揮するほどには揮散しない”といった限定は、明細書から読み取れな
い、として採用しなかった。

さらに裁判所は、「時間が経過しても付着した状態を維持し…」と言うためには“単に付着した”だけでは足
りず、「付着の程度（どの程度残っていれば“維持”といえるのか）」が明らかである必要がある、という論理
を立てる。
この点で、明細書には「好ましい付着量（例：露出部1㎡当たり0.01〜0.4mg）」の記載があるものの、その
付着量を確認する試験方法・測定方法の記載がなく、また当該方法が優先日当時の技術常識であったことも
うかがわれないとした。

加えて、明細書の実施例として記載された(1)噴射2時間後の気中残存率試験、(2)噴射直後/10時間後/14時間
後/20時間後のKT50値による防除効果試験についても、裁判所は「露出部に付着した粒子が露出部に止まって
いる蚊を防除した」のか、「付着後に揮散した成分が空中の蚊を防除した」のかが判別できず、付着の程度
を示すものとはいえないと評価した。
ここで裁判所は、従来技術として「粒子が露出部に付着した後に成分が揮散して効果を発揮し得る」旨の記
載が本件明細書中にもあり、優先日当時の技術常識としても認められることを前提に、KT50評価では揮散の
影響を考慮する必要がある、と踏み込んでいる。

以上を踏まえ、裁判所は「付着性粒子として噴射され」という発明特定事項が当業者に理解できず、第三者
に不測の不利益を及ぼすほどに不明確であるとして明確性要件不充足を認定し、当該特許は無効審判で無効
にされるべきだから、原告は被告に対し権利行使できない（無効の抗弁が成立）と結論付けた。
その結果、侵害や他の無効理由、損害など「その余の点」について判断するまでもなく棄却する、という形
で判決を閉じている。

評釈

本判決の評釈として重要なのは、(A)明確性要件審査の基準設定、(B)「機能・性質」で特定された技術的範囲
の確定可能性、(C)明確性とサポート・実施可能要件との境界、(D)侵害訴訟における104条の3の射程、の4点
である。以下、判決の論理と実務的含意を検討する。

(A) 明確性要件（36条6項2号）の条文上は「特許を受けようとする発明が明確であること」を要求し、裁判所
もその趣旨を「第三者の不測の不利益の防止」と整理している。
この枠組みは、明確性が単なる“文言の美しさ”ではなく、第三者が侵害回避や実施判断をするための予測可

10

11

12

13

14

14

15

15

16

17

18

2

https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95290.pdf
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95290.pdf
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95290.pdf
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95290.pdf
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95290.pdf
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95290.pdf
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95290.pdf
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95290.pdf
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95290.pdf
https://www.courts.go.jp/assets/hanrei/hanrei-pdf-95290.pdf
https://www.japaneselawtranslation.go.jp/en/laws/view/4097


能性（scope  certainty）に直結する、という立法目的に沿う。JPOの審査基準（英訳版）も、明確性要件が
審査・権利範囲確定の基礎として重要であることを概説している。

(B)  本件の発明特定事項（「付着性粒子」）は、粒子の物理的性質を“時間経過後も付着を維持して蚊を防除
する”という機能・効果を含む形で定義している。
裁判所は、機能・性質で表現された要件自体を直ちに否定したのではなく、(i)その要件を満たすか否かを判
断するための「程度（閾値）」、(ii)客観的に確認できる「試験・測定方法」が、明細書（＋技術常識）から
特定できないため、技術的範囲が確定できない、と問題を定式化した。
このロジックは、「第三者に不測の不利益」を核心に据える点で明確性の筋に合う。第三者の立場では、露
出部へ一定量が“残った”か否かは、表面材質・換気・温湿度・時間など多数の条件で変動し得るため、試験
条件・測定法が特定されない限り、自社製品が“付着性粒子として噴射される”に該当するか評価できない、
という裁判所の懸念は理解可能である。

(C)  一方で、本件の事実認定には、明確性（scope）とサポート・実施可能（開示）との境界に関する含意が
ある。裁判所は、実施例や比較例の試験結果が「付着により露出部の蚊を防除した」ことを示すとはいえな
い、という評価を、主として“付着の程度が分からない＝用語の意味内容を理解できない”という明確性の文
脈で用いている。
しかし、機能・効果で特定した発明の場合、試験結果が因果関係を十分に裏付けない問題は、しばしばサ
ポート要件（36条6項1号）や実施可能要件（36条4項1号）でも争点化する。実務的には、(i)「意味が理解で
きない（明確性）」と、(ii)「実現できる程度に教示されていない（実施可能）」、(iii)「クレームが説明に支
持されない（サポート）」が相互に浸透しやすい。判決は、これらを峻別するよりも、第三者の予測可能性
の観点から“意味内容が確定できない”に収斂させた点に特色がある。
この“収斂”は、侵害訴訟の結論（権利行使可否）を決めるうえで実務的に効率的だが、反面、上級審で争わ
れる場合には「本当に“不明確”なのか、それとも“立証不足（技術常識・測定法の問題）”なのか」という争
点整理が先鋭化しうる。

(D)  手続法的には、侵害訴訟で「当該特許が無効審判により無効にされるべき」と認められたとき権利行使を
制限するのが特許法104条の3である。
また、無効審判で主張可能な無効理由は特許法123条1項各号に列挙され、同項4号により36条6項（明確性を
含む）が無効理由となり得る。
本判決は、104条の3の適用場面で、明確性（36条6項2号）を“真正面から”採用して権利行使を遮断した事例
として、実務的インパクトが大きい。西村あさひの解説も、まさに「付着性粒子（構成要件1F）の意味内容
を当業者が理解できない→明確性欠缺→無効抗弁容認→請求棄却」という骨子を明示している。

総括すると、本判決は「明確性は形式要件だから侵害訴訟では通りにくい」という経験則を相対化し、機
能・性質による特定を行う場合には、(i)程度（閾値）、(ii)試験条件、(iii)測定法、(iv)揮散など競合メカニズ
ムとの切り分け、を明細書で“第三者が再現可能な方法で”示す必要があることを強く示唆する。

法曹界・業界・報道の反応

法曹実務の反応としては、法律事務所・知財実務家の解説が「明確性で権利行使不可」という点に集中して

いる。entity["organization","西村あさひ法律事務所・外国法共同事業","law  firm  japan"]はニュースレ
ターで、本判決が「付着性粒子」の意義を当業者が理解できないとして、第三者に不測の不利益を及ぼすほ
どに不明確＝明確性要件違反とし、無効抗弁を認めた点を解説している。
同ニュースレターは、測定・試験方法の明示の重要性、明細書参酌の枠組みが従来裁判例の延長線上にある
こと、PBPクレームなど他領域の明確性論との接続といった観点からも意義付けを行っている（例として「伸
縮性トップシート」等の既存裁判例枠組みへの言及）。
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弁理士業界側でも、entity["organization","弁理士法人創英","patent  attorney  firm  japan"]の判決ダイ
ジェストが、争点を「発明特定事項が第三者に不測の不利益を及ぼすほどに不明確か否か」と明確に定義
し、裁判所の判断過程（付着の程度の必要性→試験・測定法不記載→実施例評価不能→不明確）を要約して
いる。

同様に、知財ポータルentity["organization","IP  Force","ip  portal  japan"]も、創英の要旨を転載する形
で、機能・性質を含む発明特定事項を用いる場合の“程度＋試験方法記載”の必要性に注目している。

実務家ブログでも反響は大きく、entity["organization","知財タイムズ","japanese  ip  blog"]は「登録済
み特許の記載を不明確と認定するのは非常にまれ」として、明確性判断が今後厳しくなるかという問題提起
を行っている。

また、弁護士ブログ（entity["organization","理系弁護土の何でもノート２．５","lawyer blog japan"]）
は、構成要件が細かい事件だが「明確性要件違反で権利行使できず」という結論が“斜め上”だった旨を述
べ、条文（36条6項・104条の3）からの整理を試みている。

報道面では、entity["organization","テレビ朝日","tv  network  japan"]が「特許請求の範囲の記載が不明
確」「無効にされるべき」として訴えを退けたと伝え、原告が控訴方針、被告が正当性が認められた旨をコ
メントしたと報じている。
entity["organization","FNNプライムオンライン","news site japan"]（フジテレビ系）も同趣旨で、製造
差止等と損害賠償請求、棄却、控訴方針を報じている。

地方紙については、entity["organization","沖縄タイムス＋プラス","newspaper okinawa japan"]が有料
記事として「請求棄却」を報じていることが確認できる。

当事者企業の公式反応として、被告側のentity["company","アース製薬株式会社","pest control company
japan"]は、勝訴とともに「当社の主張を認め、本件特許は無効と判断し請求棄却」という理解を示し、控
訴があれば引き続き主張するとしている（影響は軽微とも記載）。

原告側のentity["company","大日本除蟲菊株式会社","insecticide  maker  japan"]は、請求棄却は残念だ

が請求は認容されるべきとして、準備が整い次第entity["organization","知的財産高等裁判所","ip  high
court japan"]へ控訴すると公表している。

これらのリリースがentity["organization","商事法務ポータルNEWS","legal news portal japan"]でも整理
され、双方の控訴意向・勝訴告知が紹介されている。

実務上の示唆と今後の注目点

本件の実務上の示唆は、(1)侵害訴訟の入口で明確性が主戦場になり得ること、(2)機能・性質で特定する場合
の“程度＋測定”の記載の重要性、(3)第三者（競合他社）の予測可能性を中心にした立証設計、の三点に集約
できる。

第一に、104条の3は「無効審判で無効にされるべき」と裁判所が認めれば権利行使を遮断するため、クレー
ムが“狭すぎて侵害立証が難しい”場合だけでなく、“広すぎて（あるいは抽象的すぎて）範囲確定ができな
い”場合も、訴訟リスクが一気に顕在化する。

第二に、明確性の局面で裁判所が最も重視したのは、「付着の程度」とそれを客観的に確認する試験方法・
測定方法の欠缺である。
したがって、同種技術（噴霧粒子の付着・残存・揮散・効果持続）で権利化を目指す場合、少なくとも(  i  )ど
の表面材・環境条件で、( ii )どの時間軸で、( iii )どの測定機器・前処理・分析で、( iv )何を閾値（mg/m²、残
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